
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北上川上流国有林の地域別の森林計画書 

 

（第一次変更計画） 

 

（北上川上流森林計画区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        自 令和３年４月１日 

             計画期間 

                        至  令和13年３月31日 

 

 

 

（第一次変更 令和３年 12 月） 

 

 

 

 

東北森林管理局 

 

 

 



 

 

【変更理由】 

  次の理由から森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第７条の２第３項により準用する法第５条

第５項に基づき変更するものである。 

 

 １ 全国森林計画の変更（令和３年６月 15 日閣議決定）を踏まえ、林地の保全に留意した適

切な伐採・搬出の確保を促進するため、森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する

事項を除く。）を変更する。 

   また、林産物の搬出に当たり地形等の条件に応じて路網と架線を適切に選択することに

より、森林の土地の保全等に配慮するため、林道等の開設その他林産物の搬出に関する事

項を変更する。 

 

 ２ 将来にわたって育成単層林を維持すべき森林として、主伐（皆伐）を進める林分の齢級

構成の平準化を図るため、付属参考資料に主伐（皆伐）上限量の目安を記載する。 

 

 ３ 森林整備に必要な路線について、豪雨等被害による林道施設の復旧のため林道計画を変

更する。 

 

    なお、本変更計画は、令和４年４月１日に効力を生じる。 

 

【変更項目及び頁】 

  Ⅱ 計画事項 

第３ 森林の整備に関する事項 

    １ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。） 

（１）立木の伐採（主伐）の標準的な方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

    ５ 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項 

     （３）林産物の搬出方法等 

      ア 林産物の搬出方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

   第５ 計画量等 

     ４ 林道の開設又は拡張に関する計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

      

  （附）参考資料 

     ７ その他 

     （１）持続的伐採可能量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 
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Ⅱ 計画事項 

第３ 森林の整備に関する事項 

１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。） 

（１）立木の伐採（主伐）の標準的な方法 

主伐は、森林の有する多面的な機能の維持増進を図ることを旨とし、対象森林に関する自

然条件及び社会的条件、地域における既往の施業体系、樹種の特性、木材需要構造、森林の

構成等を勘案しつつ、以下を標準的な方法として実施する。 

なお、伐採に当たっては、森林の有する公益的機能の発揮を確保するため、気候、地形、

土壌等の自然条件を踏まえ、伐採の規模、周辺の伐採地との連たん等を十分考慮する。特に

林地の崩壊の危険のある箇所、渓流沿い、尾根筋等について林地の保全や生物多様性の保全

等に支障が生じないよう、伐採の適否、伐採方法及び搬出方法を決定する。 

 

５ 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項 

（３）林産物の搬出方法等 

ア 林産物の搬出方法 

林産物の搬出に当たっては、地形等の条件に応じて路網と架線を適切に選択する。特に

地形、地質等の条件が悪く、土砂の流出又は崩壊を引き起こすおそれがあり、森林の更新

や森林の土地の保全に支障を生じる場所においては、地表を極力損傷しないよう、路網の

作設を避け、架線にするなど十分配慮する。 

 やむを得ず路網又は架線集材のための土場の作設が必要な場合には、法面を丸太組みで

支えるなどの対策を講じる。 

 

 イ 更新を確保するため林産物の搬出方法を特定する森林の所在及びその搬出方法 

   （略） 
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第５ 計画量等 

４ 林道の開設又は拡張に関する計画 

単位 延長：㎞ 面積：ha 

開設

／ 

拡張 

種類 区分 
位置 

(市町村) 
路線名 延長 

利用区

域面積 

前半５

カ年の

計画箇

所 

対

図

番

号 

備考 

開設 自動 

車道 

林業 

専用道

盛岡市 茶臼林道 1.4 170 ○ 1   

    笹森林道 1.0 225 ○ 2   

    ニノ又沢林道 1.5 126 ○ 3   

    岩手沢林道 1.0 148 ○ 4  

    大馬沢林道 1.5 277  5  

    萱折林道 2.4 106  6  

    大ヤド林道 1.0 129  7  

    堀米頭林道 0.6 102  8  

    岩洞（時舘）林道 1.4 229  9  

      小計 9 路線 11.8        

      雫石町 カラコヤ沢林道 2.0 193 ○ 10   

    上野沢林道 1.0 91 ○ 11  

    一の渡沢林道 1.0 118 ○ 12  

    湯ノ沢林道 0.5 81  13  

    釜中島林道 1.0 62  14  

    北之股林道 1.6 167  15  

        荒沢林道 0.8 56  16   

      小計 7 路線 7.9        

   岩手町 横沢林道 0.5 107 ○ 17  

    梨ノ木林道 1.0 97 ○ 18  

    センガリ沢林道 0.7 205 ○ 19  

   小計 3 路線 2.2     

   紫波町 川原毛沢林道 1.4 111 ○ 20  

    深沢林道 0.3 139 ○ 21  

   小計 2 路線 1.1     

合計     
 

21 路線 23.6 
 

      

 前半５カ年の計画量 12 路線 12.1         
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開

設

／

拡

張 

種類 区分 
位置 

(市町村) 
路線名 延長 

利用区

域面積 

前半５

カ年の

計画箇

所 

対

図

番

号 

備考 

拡張 自動 

車道 

（改良）

林道 雫石町 尻合林道 0.1 132 ○    

      北之股林道 0.1 167 ○    

   男助林道 0.1 241 ○   

    高森山林道 0.1 237 ○   

    畑ヶ沢林道 0.0 349 ○   

    東之股林道 0.2 402 ○   

    笹沢林道 0.1 224 ○   

  
 

  小計 7 路線 0.7      
 

   紫波町 沢内水分林道 0.1 330 ○   

    山王海林道 0.1  ○   

   小計 2 路線 0.2     

合計       9 路線 0.9         

 前半５カ年の計画量 9 路線 0.9         

注１ 単位未満を四捨五入するため、総数と内訳の合計は必ずしも合致しない。 

注２ 「0.0」は 0.1km 未満。 

 

 

（附）参考資料 

７ その他 

（１）持続的伐採可能量 

単位 材積：千 m3 

 

 

 

（２）その他 

 ア 国有林の地域別の森林計画の沿革 

   （略） 

  

 イ 担当者の役職及び氏名並びに樹立に従事した期間 

   （略） 

 

主伐（皆伐）上限量の目安 

66  


